
教育委員会定例会日程 

 

平成３０年２月２１日 

 

１ 開 会  

 

２ 前回会議録の承認  

 

３ 会議録署名委員の決定  

 

４ 議事  

日程第１  

  議案第７号  

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第１２条に基づく意

見について                   （まちづくり交通課） 

 

５ 報告事項  

（１）生涯学習センター分館及び図書館分館の今後のあり方について  

    （資料１ 生涯学習課・図書館）  

 

６ その他  

 

７ 報告事項  

（２）損害賠償請求事件の和解について【非公開】   （資料２ 教育指導課） 

 

８ 議事  

日程第２  

  議案第８号  

校長及び教頭の人事異動の内申について【非公開】     （教育指導課） 

 

９ 閉 会  



議案第７号 

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第１２条に基づく意見 

について 

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第１２条に基づく意見につ

いて、議決を求める。 

 

平成３０年２月２１日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





歴史的風致形成建造物の指定について 

 

※「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」第１２条抜粋 

（歴史的風致形成建造物の指定） 

第十二条 市町村長は、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第五条第二項

第六号の計画期間（以下「認定計画期間」という。）内に限り、当該認定歴史

的風致維持向上計画に記載された同項第四号の方針に即し、認定歴史的風致維

持向上計画に記載された重点区域（以下「認定重点区域」という。）内の歴史

上価値の高い重要無形文化財又は重要無形民俗文化財（文化財保護法第七十八

条第一項に規定する重要無形民俗文化財をいう。）の用に供されることにより

それらの価値の形成に寄与している建造物その他の地域の歴史的な建造物（重

要文化財建造物等及び重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物群（同法

第二条第一項第六号に規定する伝統的建造物群をいう。第十七条第一項におい

て同じ。）を構成している建造物を除く。）であって、現に当該認定重点区域

における歴史的風致を形成しており、かつ、その歴史的風致の維持及び向上の

ためにその保全を図る必要があると認められるもの（これと一体となって歴史

的風致を形成している土地又は物件を含む。）を、歴史的風致形成建造物とし

て指定することができる。 

 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当

該建造物の所有者（所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員）及び当

該市町村の教育委員会の意見を聴くとともに、当該建造物が公共施設である場

合にあっては、当該公共施設の管理者（当該市町村を除く。）に協議し、その

同意を得なければならない。 

 

３ 市町村の教育委員会は、前項の規定により意見を聴かれた場合において、当

該建造物が文化財保護法第二条第一項第一号に規定する有形文化財、同項第三

号に規定する民俗文化財又は同項第四号に規定する記念物（以下「有形文化財

等」という。）に該当すると認めるときは、その旨を市町村長に通知しなけれ

ばならない。 



歴史的風致形成建造物の指定について 

 

※「小田原市歴史的風致維持向上計画」１４６頁より 

１ 歴史的風致形成建造物の指定の方針 

（1）歴史的風致形成建造物の指定の方針 

小田原市はこれまで文化財保護法及び神奈川県や小田原市の文化財保護条例に加

え、小田原ゆかりの優れた建造物保存要綱といった独自の取り組みにより歴史的建

造物の保存・活用を図ってきた。今後もこれら歴史的建造物の保護を推進するため、

本市の歴史的風致を形成する重要な構成要素である歴史的風致のうち、重点区域に

おける歴史的風致の維持及び向上を図る上で必要かつ重要なものを歴史的風致形成

建造物として指定する。 

建造物は、その意匠、技術が優れ、歴史や地域性、希少性などの観点から価値の

高いもの、又は外観が景観上の特徴を有しているものを歴史的風致形成建造物に指

定する。また、別邸などの建造物に付属する庭園を歴史的風致形成建造物として指

定する際には、芸術的価値又は学術的価値の高いものについて指定するものとする。 

 

（2）歴史的風致形成建造物の指定対象 

下記のいずれかに該当する建造物を歴史的風致形成建造物に指定する。 

①神奈川県文化財保護条例（昭和 30年条例第 13号）第 4条第 1 項の規定に基づ

く神奈川県指定重要文化財 

②小田原市文化財保護条例（昭和 29年条例第 13号）第 3条の規定に基づく小田

原市指定重要文化財 

③文化財保護法（昭和 25年法律第 214 号）第 57 条第 1項の規定に基づく国登録

有形文化財 

④景観法（平成 16 年法律第 110号）第 19条第 1項の規定に基づく景観重要建造

物及び景観重要公共施設 

⑤小田原ゆかりの優れた建造物保存要綱に基づく小田原ゆかりの優れた建造物 

⑥その他、本市の歴史的風致の形成に寄与するものとして特に市長が必要と認め

る建造物 



 

1 

 

●歴史的風致形成建造物候補一覧 

 

 建造物名 写真 所在地 指定等 所有者 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松永記念館 

(別館・烏楽亭除

く) 
 

板橋 

941-1 他 

国登録有形文化財 

（老欅荘・葉雨庵） 

 

歴史的風致形成建造物 

（平成 24 年 10 月 6 日指定） 

指定番号：1 

 

※無住庵 

（平成 29 年 3 月 15 日指定） 

 

小田原市 

２ 清閑亭 

 

南町 

1-5-73 

国登録有形文化財 

 

歴史的風致形成建造物 

（平成 24 年 10 月 6 日指定） 

指定番号：2 

小田原市 

本館（右）、収蔵庫（左） 

老欅荘 

葉雨庵 

無住庵 

庭園 

Administrator
タイプライターテキスト
資料３

Administrator
長方形
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 建造物名 写真 所在地 指定等 所有者 

３ 小田原文学館本館 

 

南町 

2-3-4 

国登録有形文化財 

 

歴史的風致形成建造物 

（平成 24 年 10 月 6 日指定） 

指定番号：3 

小田原市 

４ 
小田原文学館別館 

（白秋童謡館） 

 

南町 

2-3-18 

国登録有形文化財 

 

歴史的風致形成建造物 

（平成 24 年 10 月 6 日指定） 

指定番号：4 

小田原市 

５ 
済生堂薬局 

小西本店店舗 

 

本町 

4-2-48 
国登録有形文化財 民間 

６ だるま料理店主屋 

 

本町 

2-1-30 
国登録有形文化財 民間 

７ 山月（旧共寿亭） 

 

板橋 

913 

国登録有形文化財 

小田原ゆかりの 

優れた建造物 

民間 

８ 籠清 

 

本町 無 民間 

９ 籠常 

 

本町 無 民間 
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 建造物名 写真 所在地 指定等 所有者 

10 丸う田代 

 

本町 無 民間 

11 旧鈴廣本町店 

 

本町 無 民間 

12 江嶋 

 

栄町 無 民間 

13 欄干橋ちん里う 

 

本町 無 民間 

14 広瀬畳店 

 

板橋 無 民間 

15 下田豆腐店 

 

板橋 無 民間 
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 建造物名 写真 所在地 指定等 所有者 

16 旧内野醤油店 

店舗兼主屋（右）、 

表塀（左）、新座敷（左奥） 

店蔵 

 

 

 

 

工場 

穀藏 

ほか 文庫蔵、稲荷社 

板橋 

602 他 

歴史的風致形成建造物 

（平成 29 年 3 月 15 日指定） 

指定番号：7 

民間 

17 津田家蔵 

 

板橋 無 民間 

18 古稀庵 

 

板橋 無 民間 
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 建造物名 写真 所在地 指定等 所有者 

19 岡田家住宅 

主屋 

茶室 

庭園 

南町 

2-1-27 

 

歴史的風致形成建造物 

（平成 28 年 3 月 15 日指定） 

指定番号：5 

 

民間 

20 皆春荘 

主屋 

門 

庭園 

板橋 

852 

歴史的風致形成建造物 

（平成 28 年 3 月 15 日指定） 

指定番号：6 

民間 
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⑳ 

歴史的風致形成建造物候補の位置図 

⑲ 



指定番号８（仮） 

籠  清     （候補Ｎｏ.８） 

所在地 本町三丁目 

建築年代 大正１３年頃 

建築概要 
木造２階建て、銅板瓦棒葺き 

建築面積２００㎡、延床面積３０７㎡ 

特徴等 

古くから漁師や水産加工品生産者が集まっていた旧千度小路の「かまぼ

こ通り」（位置図：破線）に面して立つ蒲鉾の製造・販売等で知られる老舗。 

創業は文化 11 年（1814）。明治の終わり頃から「籠清」の屋号を称し、

昔ながらの方法と原料を用いた蒲鉾の製造を続けている。 

現在の建物は、関東大震災後の大正 13年（1924）頃の再建。正面の軒先

が大きく張出す出桁造りは、町屋建築に多く見られるが、小田原の場合、

その張出しが取り分け大きい点に特徴があるとされる。 

店舗となっている１階は、階高 3.5 メートルの堂々とした構えであり、

漆喰仕上げの天井には、蛇腹模様などの細かい装飾が施されている。 

その奥には帳場等に用いられたと考えられる和室と土蔵のほか、台所・

浴室等があり、２階には居住用の和室等が配されている。 

建物の北側には、池を伴う坪庭が設けられており、商売繁盛を願い稲荷

社が祀られている。 

軒先に掲げられる欅の厚板の看板に書かれた「加古（かこ）淸」という

文字は、三井物産の創設に関わった実業家で茶人としても知られる益田孝

（鈍翁）の筆による。 

備考 

小田原における主要な伝統産業の一つである、蒲鉾の製造・販売の歴史

とこれに関わる人々のなりわいを伝える重要な建物として歴史的風致形成

建造物に指定する。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

籠清 

旧鈴廣本町店 

籠常 

位置図 Ｓ＝１：２，５００（●指定物件 ▲指定候補物件） 

 

なりわい交流館 

Ｎ 

かまぼこ通り 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１階平面図 ２階平面図 

正面 蔵 

軒先看板 ２階１０畳間 

１階店舗 １階店舗上部 

Ｎ 

坪庭 

 

蔵 

店舗 

台所 

浴室 

前室 

 

 

廊下 

和室 

(8畳) 

和室 

(10畳) 

蔵 

座敷 

(10畳) 

座敷 

(10畳) 

廊下 

和室 

(6畳) 

南縁 

 

4畳の間 

 



指定番号９（仮） 

江  嶋     （候補Ｎｏ.１２） 

所在地 栄町二丁目 

建築年代 昭和３年 

建築概要 
木造２階建て、桟瓦葺き 

建築面積１２５㎡ 延床面積２１７㎡ 

特徴等 

旧甲州道（位置図：破線）沿いの旧須藤町、現在の「銀座通り」に位置

する和紙・茶・海苔等の卸・小売を営む老舗。 

創業は寛文元年（1661）。当初は製塩業を営んでいたというが、江戸時代

の中期から茶や茶器、障子・襖用等の和紙を扱うようになり、現在に至る。 

現在の建物は、関東大震災後の昭和 3 年（1928）の建築。燃えやすい和

紙等の商品を扱うことから、耐震、耐火はむろん耐湿にも考慮した造りと

なっている。 

１階の店舗部分は改修されているが、入口部分を除く外観と 2階（倉庫）

は、ほぼ当時のままであり、正面には、「籠清」と同様、大ぶりな出桁が見

られる。 

「街かど博物館」に認定されており、店舗左奥の一画には、江戸時代後

期から昭和にかけての帳簿類や古銭、茶器、往時の店舗の写真、店舗完成

時に建築に携わった職人の労に報いるために配った特製の法被などが展示

されている。 

備考 

祭礼や闊達な町人らの活動で賑わいを見せた小田原宿（甲州道沿い）の

歴史的景観や商人たちのなりわいを伝える重要な建物として歴史的風致形

成建造物に指定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

江嶋 

Ｎ 

位置図 Ｓ＝１：４，０００ 

 

銀座通り 

（旧甲州道） 

小田原駅 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１階平面図 ２階平面図 

西側立面（正面） 

出桁造りの軒 歴史的資料の展示コーナー 

店内 

西側立面（正面） 店舗入り口 

店内 Ｎ 

店舗 

展示コーナー 

事務室 

倉庫 



資料１ 
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生涯学習センター分館及び図書館分館の今後のあり方について 

 

１ 前回会議以降の検討経緯 

 

【平成２９年】 

１０月２７日      教育委員会定例会で報告 

１２月５、６日     小田原市議会１２月定例会常任委員会で報告 

（総務常任委員会・厚生文教常任委員会） 

１２月１５日～１７日  市民説明会開催（マロニエ・本庁舎）（計３回） 

 

【平成３０年】 

１月２２日～２月２日  地域別市民説明会開催（市内９か所） 

 

２ 市民説明会について 

 

 【開催日等】 

１２月１５日（金）１９：００～２０：３０ マロニエ 参加者数２３名 

 １２月１６日（土）１４：００～１５：００ 本庁舎  参加者数２７名 

 １２月１７日（日）１４：００～１５：３０ マロニエ 参加者集１７名 

 

【市民説明会で出された主な意見】 

・分館のような学習の場が近くになくなってしまうと、高齢者にとっては不便である。また、地域

コミュニティづくりに力を入れて取り組んでいるが、地域の絆が薄れてしまうのではないかと危

惧している。 

・生涯学習センター分館の代替施設がなければ、現在の分館の暫定的な利用を検討するとのことだ

が、なくなってしまっては困るので、しっかりやってもらいたい。 

・分館は連合自治会区単位での活動（自治会、地域コミュニティ〔まちづくり委員会〕、育成会等々）

の中心的な施設なので、活動の場の確保は大切である。 

 

３ 地域別市民説明会について 

  

【開催日等】 

 開催日時 会場 対象エリア 参加者数 

１ 
1月 22日(月) 

18:30～20:00 
市保健センター 

酒匂・小八幡、下府中、富士見、

国府津 
８名 

２ 
1月 24日(水) 

18:30～20:05 

市民交流センター 

ＵＭＥＣＯ 

緑、新玉、幸、万年、山王網一色、

十字、足柄、芦子、二川、久野 
１３名 

３ 
1月 25日(木) 

18:30～20:00 

タウンセンター 

こゆるぎ 
前羽、橘北 ７名 
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４ 
1月 26日(金) 

18:30～20:17 

市生涯学習センター

豊川分館 
豊川 ２９名 

５ 
1月 29日(月) 

18:30～20:05 

市生涯学習センター

上府中分館 
上府中 ２７名 

６ 
1月 30日(火) 

18:30～20:00 
梅の里センター 曽我、下曽我 ２９名 

７ 
1月 31日(水) 

18:30～20:00 

市生涯学習センター

片浦分館 
片浦  

８ 
2月 1日(木) 

18:30～20:00 
板橋公民館 早川、大窪  

９ 
2月 2日(金) 

18:30～20:00 
尊徳記念館 東富水、富水、桜井  

 

【地域別説明会で出された主な意見】 

・国府津ふらっとスポットの機能は残るとの説明があったが、国府津駅前の再開発が始まってかな

り時間が経つのに、今までに１回しか説明会が開催されてない。ふらっとスポット利用者として

は、どのように活動の場所が確保されるのか心配である。 

・生涯学習センター分館を残すために、職員を配置する必要があるというなら、マルチコピー機も

そこへ設置すれば支所機能も残せるのではないか。 

・ワークショップにも参加しているが、支所廃止の結論ありきになっている気がする。 

・人口が増加している地域では、小学校の空き教室は当分見込めない。 

・施設の老朽化を理由としているが、これまでこまめに修繕をしてこなかったせいだ。 

・全部の地域に地区公民館があるわけではないことを調査し承知した上でこの計画をすすめている

のか。 

 

４ 今後のスケジュール 

 

【平成３０年】 

２月２１日、２２日   小田原市議会３月定例会常任委員会 

（総務常任委員会・厚生文教常任委員会） 

３月１５日～４月１６日 条例改廃等にかかるパブリックコメント実施 

４月          教育委員会定例会・社会教育委員会議 

５月          図書館協議会 

６月          小田原市議会６月定例会 

 

【平成３１年】 

（１月１５日       コンビニエンスストア・郵便局での証明書交付サービス開始）       

３月１５日       支所の廃止に伴い生涯学習センター分館及び図書館分館廃止 

 






































